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印刷等業務委託仕様書 

 

 

業務システム（以下「システム」という。）で出力する帳票等の作成、印刷加工、封入封緘等

の業務内容は次の通りとする。 

 

１．委託業務内容 

次に示す業務を、別紙「専用帳票仕様書」、「封筒仕様書」及び「印刷・加工仕様書」の指示

内容に従って実施し、成果物を本市へ納品すること。 

（１） 委託期間令和４年度から令和７年度 

 

（２）帳票作成 

・別紙「専用帳票仕様書」、「封筒仕様書」及び「印刷・加工仕様書」に従い、専用帳票・

汎用帳票・同封物・封筒等（以下「帳票等」という。）の作成を行うこと。 

・本業務で作成する帳票等や仕様変更が行われた帳票等については、サンプルを作成し、必

ず本市の承認を得ること。 

・後工程（印字加工、封入封緘等）の指示が無い帳票等（改ざん防止用紙、印鑑登録証等）

については、本市の指示に従って納品すること。 

・作成見込み数については、別紙「印刷・加工仕様書」に各帳票等の単年度の予定数を記載

しているが、各年度同程度となる見込みである（選挙管理委員会事務局を除く）。なお、テ

スト印字分は作成見込み数に含んでいない。 

 

（３）帳票印字 

・本市が作成した印字用データファイルを別紙「印刷･加工仕様書」に指示する用紙に印字す

る。（提供する印字用データファイル様式は、交野市が使用しているシステムから抽出し

ているＰＤＦデータ） 

 

（４）連続帳票の加工（裁断） 

・連続用紙の場合、左右送り穴部分のカット及び帳票単位での裁断については担当課の指示

に従うこと。 

・帳票によっては1枚の用紙を複数枚に分割して裁断する場合がある。 

裁断の詳細については別紙「印刷･加工仕様書」を参照すること。 

 

（５）帳票の折り加工 

・封筒に封入するもので封筒のサイズを超える印刷物や同封物は折り加工を行う。 

折り加工については別紙「印刷･加工仕様書」を参照すること。 

 

（６）名寄せ・封入封緘 

・上記（１）～（４）で処理した印刷物及び同封物を本市が指定した封筒に封入する。 



 

共通仕様_帳票作成・印字加工・封入封緘等業務委託仕様書 

2 

 

・名寄せの指示があるものについては名寄せを行う。 

・封緘の指示があるものについては封緘を行う。 

・封入封緘については別紙「印刷･加工仕様書」を参照すること。 

 

（７）圧着加工 

・圧着用紙の圧着加工を行う。 

・圧着加工については別紙「印刷･加工仕様書」を参照すること。 

 

（８）仕分け 

・納品時の区分の指示があるものについては仕分けを行う。 

・納品時の区分については、別紙「印刷･加工仕様書」を参照すること。 

 

（９）納品業務 

・上記（１）～（７）までの作業を完了した帳票等を、別紙「印刷･加工仕様書」に従い、本

市役所担当事務室内へ搬入すること。 

・自社保有の車両または第三者請負承認を受けた配送業者で行うこと。 

・運送手段については、セキュリティを確保し、搬入途中で紛失することのないよう、確実

に届けること。 

・納品日、納品物の内訳及び納品先の納品者の押印又はサインが記載された納品書を納品先

の担当課へ提出すること。 

 

（１０）用紙等管理業務 

・帳票印刷業務で必要となる帳票等の入出庫管理及び使用数量管理を行い、毎月在庫量及び

使用数量を確認し、本市へ報告すること。 

・保管について紙の状態が著しく劣化しない場所で保管すること。 

 

（１１）業務管理 

・本委託業務着手前に、その全般にわたる工程表を作成し、本市の承認を受けた後、着手す

ること。 

・帳票等の作成時期、引渡し時期については、別紙「印刷･加工仕様書」に初年度（令和４年

度）の業務毎のスケジュールを記載しているが、令和４年度から令和７年度まで別添のス

ケジュールとなる予定である。 

・業務ごとの完了報告書を作成し、本市へ提出すること。 

 

（１２）印字テスト・バーコード読込みテスト業務 

・本業務で印字する帳票等や仕様変更が行われた帳票等については、本番印字前に必ず印字

テストを実施し、本市の承認を得ること。また、バーコード（郵便局、コンビニ）のある

帳票は、読込みテストを行うこと。 
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（１３）作成見込み数 

・作成見込み数については、別紙「印刷・加工仕様書」に各帳票等の単年度の予定数を記載して

いるが、各年度同程度となる見込みである（選挙管理委員会事務局を除く）。なお、テスト印字

分は作成見込み数に含んでいない。 

 

２．印字用データファイルについて 

（１）引き渡し方法 

・本市が承認するＬＧＷＡＮ等のネットワークを利用した、データ伝送によるものとするこ

と。 

・ＬＧＷＡＮ等のネットワークを利用できない場合、本市と協議の上、同等以上のセキュリ

ティが担保された回線を利用すること。 

・受領の際には、引き渡しの履歴を管理できること。 

・転送速度、容量制限等の理由によりデータ伝送ができない場合は、あらかじめ本市と協議

した方法で引き渡しを行うこと。 

・データ引き渡しにおいて必要なシステム利用料、回線利用料等については、見積金額に含

めること。 

 

３．委託料支払いについて 

（１）各作業後に作業完了部数を確認し、発注数にかかる委託料を翌月末日までに支払う。 

（２）その他ＬＧＷＡＮ設定等については、協議して支払う。 

 

４．機密保持 

本業務にあたっては個人情報保護の重要性を認識し、下記事項を遵守すること。 

 

（１）本業務で知り得た事項を第三者に漏えいしてはならない。また、交野市個人情報保護条例、

交野市情報セキュリティ基本要綱等の各種関係法令を遵守すること。 

 

（２）作業は必ず特定の場所で行い、室外等への持ち出しは行わないこと。また、作業場所は施

錠可能な場所とし、入室制限等の入退室管理措置を実施すること。 

 

（３）パソコンやサーバ等を用いて作業を扱う場合、業務従事者以外の者がデータを取扱うこと

ができないよう、アクセス権限・管理を行うこと。また、印刷用データを受託者のパソコ

ンやサーバ等にコピーした場合は、業務終了後確実にデータ消去すること。 

 

（４）提供資料や提供媒体の盗難、毀損若しくは汚損が生じた場合、又は漏洩、滅失、紛失等の

事故が発生した場合、直ちにその状況を本市に報告し、受託者の責任において解決しなけ

ればならない。また、事故への対応後、受託者は、速やかに報告書を本市へ提出すること。 

 

（５）委託業務の処理において、その全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせる
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場合は 、あらかじめ書面によって本市からの承諾を得ること。 

 

（６）業務完了後、本市から提供した資料等、提供したものはすべて本市に返却することとし、

未使用の納税通知書等及び封筒については本市の指示に従うこと。 

 

（７）以下の第三者認証資格をいずれかを有すること。 

   ①ISMS適合評価制度 

   ②プライバシーマーク 

 

５．その他留意事項 

（１）品質管理 

・名寄せ誤り、誤封入、紛失等を起さないように品質管理を徹底すること。 

・名寄せや封入封緘を行った帳票等については、件数チェックや目視チェックだけでなく、

検査装置等でのチェックを実施し、チェック内容と結果を書面で本市へ提出すること。 

 

（２）消耗品等について 

本委託業務を遂行するに当たり、上記に示した帳票以外の消耗品にかかる費用等について

は、受託者において負担すること。 

 

（３）印刷に使用する公印の提供について 

印刷に必要な印影は、契約業者決定後に提供する。なお、提供した公印印影原本及び原本より

作成した全ての版は返却すること。 

 

 


